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令和３年度　ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務（木曽川上流）
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局木曽川上流河川事務所長　高橋　裕輔
岐阜市忠節町５丁目１番地

令和3年9月3日
中間貯蔵・環境安全事業（株）北九州ＰＣＢ処理事業所
北九州市若松区響町１－６２－２４

2010401053420

　高濃度ポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」という。）廃棄
物を保管する事業者は、ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の
推進に関する特別措置法（以下「ＰＣＢ特措法」とい
う。）の規定より、令和４年３月３１日までに処理すること
が義務づけられている（特措法第１０条、施行令第６
条）。　環境省は、ＰＣＢ特措法第６条第１項に基づき、
ＰＣＢ廃棄物処理基本計画を定めており、ＰＣＢ廃棄物
は中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）でしか
処理することができない。　また、岐阜県に保管されて
いる高濃度ＰＣＢ廃棄物（安定器及び汚染物等）につい
ては環境省制定のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本
計画により、北九州ＰＣＢ処理事業所にて処理すること
が定められている。　上記理由により、処理業者、処理
施設とも法律により定められており、競争性がない。
よって、中間貯蔵・環境安全事業株式会社北九州ＰＣＢ
処理事業所と随意契約を結ぶものである。　適用条文
会計法２９条の３第４項　　　予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号

1,170,400 1,170,400 100.00%

令和３年度木曽三川かわづくり環境調査業務
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局木曽川上流河川事務所長　高橋　裕輔
岐阜市忠節町５丁目１番地

令和3年9月29日
特定非営利活動法人長良川環境レンジャー協会
岐阜市長良堤無番地

　本業務は、河川利用者に対して河川の安全利用や河
川環境の保全などの理解・関心を深めることを目的に
調査を行うものである。　上記業者は企画提案書の提
出があった唯一の者であり、企画提案書の内容、企業
の業務実績について、総合的に評価を行った結果、求
める業務内容等に合致し優れていることから、特定した
ものである。適用法令：会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

1,980,000 1,980,000 100.00%

令和３年度豊橋河川無人航空機修繕
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　豊橋河川事務所長　國村 一郎
豊橋市中野町字平西１番の６

令和3年9月22日
株式会社ミラテクドローン
東京都品川区荏原一丁目２０番１０号

6010701039462

昨年度、全天候型ドローンを購入し、災害支援活動等
に活用をしてきたが、機体の一部が破損したため、緊
急の修繕作業が必要となった。全天候型ドローンの修
繕は、製造元の関連企業である(株)ミラテクドローンが
実施し、機体、フレーム、送信システム含め一括で対応
しているシステムのため他業者での修繕作業は不可能
である。上記により、（株）ミラテクドローンは本業務を行
うに必要な技術を有する唯一の会社であるため、会計
法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号の規定により、随意契約を実施するもの
である。

1,540,000 1,540,000 100.00%

令和３年度　天竜川上流水防演習広報資料作成業務
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局天竜川上流河川事務所長　佐藤 保之
長野県駒ヶ根市上穂南７－１０

令和3年9月1日
株式会社ＣＢＣクリエイション
名古屋市中区新栄１－２－８

1180001036669

　本業務は、令和４年５月に開催を予定している「令和
４年度　天竜川上流水防演習（仮称）」について、効果
的な広報を行うための演習資料、ポスター等デザイン
及び会場設営計画を作成するものである。　上記業者
は、企画提案書の提出があった２者のうち、企業の実
績、信頼度、企画提案内容について総合的に評価を
行った結果、求める業務内容等に合致し、最も優れて
いることから、特定したものである。　適用法令：会計法
第２９条の３第４項　　　　　　予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号

9,163,000 9,163,000 100.00%

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

（注1）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に

単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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